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厚生労働省では、11 月の「過労死等防止啓発月間」に過労死等をなくすために過重労働解消に向け

た集中的な取り組みを行う「過重労働解消キャンペーン」を実施しています。 

その取り組みの一環として、佐藤悦子茨城労働局長が長時間労働の削減に向けた積極的な取り組み

を行っている「ベストプラクティス企業」を訪問し、意見交換を行いました。 

今年度は、海老根建設株式会社に訪問し、「働き方改革」の取り組み状況を紹介していただきました。 

 

ベストプラクティス企業の具体的な取組み内容はこちら 

 

 

【担当部署・連絡先】 茨城労働局監督課  TEL:029-224-6214  

フォトレポート 

働き方改革の取組について説明する海老根建設株式会社

の代表取締役 

建設ディレクターと面談する佐藤局長 

 

建設ディレクターと面談する佐藤局長 

茨城労働局長がベストプラクティス企業を訪問 

～海 老 根 建 設 株 式 会 社～ 
 

海老根建設株式会社の代表取締役から働き方改革の取組

について説明を受ける佐藤局長 

https://jsite.mhlw.go.jp/ibaraki-roudoukyoku/roudoukyoku/gyoumu_naiyou/koyoukankyou_inf/work_kaikaku.html#bestp

